
会  議  録  ( 要 旨 ) 

会 議 名 武蔵村山市防災会議（令和３年度第２回会議） 

開 催 日 時 令和４年２月２４日（木）（資料送付日） 

開 催 場 所 書面開催 

出 席 者 

（資料送付先） 

山﨑市長（会長）、水谷委員、渡部委員、冨田委員、居原委員、大石委員、

福島委員、谷戸委員、小沼委員、髙山委員、西山委員、富川委員、内野委員、

藤田委員、伊東委員、堀上委員、井出委員、南委員、安彦委員、岩瀬委員、

大谷委員、副市長、教育長、企画財政部長、健康福祉部長、都市整備部長、

教育部長、協働推進課長、福祉総務課長、交通企画・モノレール推進課長 

（計３０名） 

議 題 武蔵村山市地域防災計画修正原案について 

結 論 

（決定した方針、

残された問題点、

保留事項等を記

載する。） 

武蔵村山市地域防災計画修正原案に対し、「意見を付した上での承認」を

含め、委員全員から承認をいただいた。また、防災会議終了後の委員意見等

をもとに行う文言その他の修正については、委員全員から事務局一任をいた

だいた。 

審 議 経 過 

（主な意見等を

原則として発言

順に記載し、同一

内容は、一つにま

とめる。） 

 

○印＝委員 

●印＝事務局 

※ 書面開催に当たっては、委員に「武蔵村山市地域防災計画修正原案」を

送付し、内容を確認していただいた上で、委員から事務局に対し承認の是

非及び意見を記載した「修正原案への承認書及び意見書」を提出していた

だいた。 

 

議題 武蔵村山市地域防災計画修正原案について 

 

【説明要旨】 

● 武蔵村山市地域防災計画修正原案を取りまとめたので、当該案の内容を

審議の上、当該案への意見及び承認の是非をお示しいただきたい。 

 

【質疑・意見等】 

○ 震災編第２部第８章第１節の「社会福祉協議会」や「災害ボランティア

センター」の位置づけ等について、一部不正確であるため、修正してもら

いたい。 

● 関係者に確認の上、正確な記載に改める。 

 

○ 震災編第３部第５章第４節の「１－⑴」の内容「市保有車両」以下につ

いて、協定団体車両も含めた表記に改めてもらいたい。 

● 指摘のとおり修正する。 

 

○ 震災編第３部第９章第３節の「２－⑴避難所の開設手順」の内容最終行

「最大限反映するよう努める。」を次のとおり改めてもらいたい。また、

当該箇所だけでなく、女性への配慮を記載した箇所全般において、同様の

修正をお願いしたい。 

「最大限反映するとともに、性的少数者への最大限の配慮に努める。」 

● 指摘のとおり修正する。なお、震災編第３部第９章第３節のほか、震災

編第２部第７章第２節、同第９章第１節、同第３部第８章第５節、同第９



章第２節、同第３節及び同第１１章第２節において、同様の修正を行う。 

 

○ 震災編第３部第９章第４節の「３－⑵」に記載された「要配慮者対策班」

を早期に設置するよう要望する。 

● 計画にも記載した各関係者との情報共有や連携を図りながら、実態を踏

まえた対応を進められるよう検討していく。 

 

○ 震災編第３部第９章第５節中の「社会福祉協議会」を「ボランティア・

市民活動センター」に改めてもらいたい。また、同第１７章第２節の冒頭

説明文２段落目中の「市社会福祉協議会」は削除してもらいたい。 

● 指摘のとおり修正する。 

 

○ 風水害編第２部第２章第１節の１の表「強風」の項の「目標」の文中３

の内容は、屋外鉄構のみに特化した説明を記載する必要がないため、削除

してもらいたい。 

● 指摘のとおり修正する。 

 

○ 風水害編第３部第２節の１の表の機関名「北多摩西部消防署」を「東京

消防庁」に改めてもらいたい。 

● 指摘のとおり修正する。 

 

○ 大規模事故対策編第３章第２節の表「対応措置」の文中「東京ガス」を

「武陽ガス」に改めてもらいたい。 

● 指摘のとおり修正する。 

 

○ 計画に示された教条的な対応だけでなく、臨機応変の対応を求める。ま

た、自助・共助・公助の環境づくりが必要であり、市民の意識喚起の広報

もお願いする。 

● 計画に基づき、実態的な対応を示した各種マニュアルの整備を進めてい

るところであり、今後も過去の教訓等をもとにしながらより効率的・効果

的対応が図れるよう努めていく。また、市としても意識喚起が重要と認識

しており、継続的に取組を進めていく。 

 

○ 医薬品の備品については、薬品の使用期限や医療の現状と合わせた検討

を定期的に行うことが必要。 

● 指摘の点も含め、災害時の初動医療救護態勢の構築が急務であり、震災

編第３部８章第２節の「３－⑼」において、関係者間で構成する検討組織

の立上げ・検討について記載しており、早期にこれらを進めていく必要が

あると認識している。 

 

● 委員３名から「意見を付した上で修正原案承認」があったほか、他の委

員全員から「修正原案のとおり承認」をいただいた。また、委員全員から

「防災会議意見等をもとにした修正原案の修正についての事務局一任」を

いただいた。よって、今後事務局において、防災会議委員意見等をもとに

した最終修正を行い、年度末を目途に武蔵村山市地域防災計画（令和４年



３月修正）の決定及び公表を行うこととする。 

 

 

会議の開示・ 

非 開 示 の 別 

■公  開                    傍聴者：  ０人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ＊一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開   示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 

 

庶 務 担 当 課                  総務部防災安全課（内線：３３４） 

 


